
もしも下水道が流れなくなったら・・・

下水道は、長年使用しているとゴミ等が堆積し、詰まることがあります。
詰まりを事前に防止するには、定期的な点検やメンテナンス（清掃など）が必要です。

①ご自宅内の排水設備（排水管）が１箇所だけ詰まっている場合
「トイレが流れなくなる」、「お風呂の水が流れなくなる」など、家の中のどこか１箇所だけの排水
ができなくなる場合です。この場合は、皆様方の管理している排水設備での詰まりと考えられま
すので市役所では清掃ができません。
清掃は、清掃業者等に依頼してください。

下水道が詰まるパターン・・・

②ご自宅内の排水設備（排水管）が全て詰まっている場合
何らかの原因で家の中の排水が全て出来なくなる場合です。
この場合は、市が管理している公共汚水ます付近が、何らかの原因で詰まっていると考えられ
ます。
上下水道局下水管理課（℡0798-32-2263）まで連絡ください。

③ご近所の皆様の排水が悪い又は詰まっている場合
ご自宅以外に、ご近所の排水が悪い又は詰まっている場合です。
この場合は、道路下に埋められている公共下水道本管が詰まっていると考えられます。
上下水道局下水管理課（℡：0798-32-2263）まで連絡ください。

下水道の管理区分

市が管理している部分が詰まった場合などの連絡先は次のとおりです。
下水管理課維持管理チーム（℡：0798-32-2263）

※私道など、場所によっては宅地内の最終ますであっても、市が管理していない場合もあります。

・公共汚水ますは、塩化ビニル製（直
径約20cm ）のほか、金属製（直径約
28cm ）のものもあります。
・蓋の中心に西宮市の市章が入ってい
たり、カエルのマークが入っています。

公共汚水ますの例

約20cm

市章

※公共汚水ます：下図参照


